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第１９回薩摩川内市⾏政改⾰推進委員会 議事録 
 

開催⽇時 平成 26 年 8 月 19 日(火) 14:00～17:00 

開催場所 川内文化ホール ２階 第３会議室 

出 席 者 

委 員 
吉満会長、三本副会長、山本（豪）委員、梶原委員、德丸委員、鍋倉委

員、山本（文）委員、初田委員 

事務局 企画政策部長、行政改革推進課長、同課長代理、同課職員 

傍聴者 １名 

 

□会次第 

事務事業外部評価 主管課・室 

1 商工振興事業 商工振興課 

2 コミュニティバス等運行対策事業 商工振興課 

3 六次産業化推進事業 六次産業対策課 

4 災害予防応急対策事業 防災安全課 

 

□議事 

1 外部評価 商工振興事業（商工振興課） 

（主管課説明後、質疑・協議） 

○委員 中小企業への指導事業として、中小

企業相談所・税務に関する説明会とあるが、

今朝の新聞で、内閣では中小企業に対する

法人税の減税を打ち出し、その財源措置と

して、中小企業に外形標準課税を適用しよ

うとする動きがあり、中小企業団体から不

満の声が上がっているとあった。 

薩摩川内市でも、そうした不満の声は出て

いるのか、また指導はどのような形でされ

ているのかお聞きしたい。 

●主管課 中小企業の方から市が直接相談

を受けるということは、今のところない。 

それぞれの中小企業者が所属している商

工会、あるいは商工会議所に必要な相談は

されていると認識している。 

○委員 県内の商工団体等の統一した指導

と、市の商工会議所・商工会は連動してい

るのか。 

●主管課 県内に限らず、全国の中小企業の

指導に関する部分だと考えられる。 

商工会議所・商工会、そして県の中小企業

団体中央会、それらの団体が連動して様々

な活動をされていると認識している。 

○委員 前回の補助金評価の結果では、繰越

金が多いので善処されたいとの意見がで

ていたようだが、未だ繰越金が多いように

思う。 

このことについて、今までどのような対応

が取られたのか、また今後どのような展開

が図られるのか。 

また、道路占用料の国への減免については

どうだったのか。 

●主管課 繰越金については、平成 25 年度

の実績報告書を添付しているが、商工会議

所一般会計の繰越が 1,300 万円余、商工会

が 100 万を切る状態で、商工会については

繰越が少なくなっていることから、補助金

の減額は今の段階ではできないと考えて

いる。 

商工会議所は、決算規模が約 2 億 7,000 万

円である中の 1,300 万円であり、4 月当初
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からの運営費等を確保する目的がある。現

在市が補助している 800 万円についても、

当初の運営費として早い時期に交付して

いただきたいとの要請を受けている。 

補助金の減額については度々商工会議所

及び商工会とは協議しているが、今のとこ

ろ、最低必要な額と市では判断している。 

国道の占用使用料については、元々、国が

1 ㎡当たりの単価で設定しているので、そ

の評価を下げることができないかという

ことについて、市から国道事務所へ申し入

れはしていないが、太平橋通り商店街振興

組合の方で相談されているのではないか

と思う。 

○会長 商工会は繰越金が少ない中でのや

りくりをされているようだが、商工会議所

は年度当初の資金が不足しているのか。 

●主管課 他市の状況も把握しているが、本

市は他市と比較して多額な補助をしてい

る方ではない。 

商工会は、平成 19 年の商工会の合併時に

は 2,000 万円を超える補助となっていた。 

現在他市と同じくらいの補助額となって

きているが、商工会では会員の減少等の状

況もあり、経営は厳しくなっている。 

○副会長 昨年度の指導件数で約 10,000 件

程と示されているが、商工会議所と商工会

の割合はどの程度か。 

●主管課 約 75％が商工会、約 25%が商工会

議所となっている。 

8 つの商工会は合併後それぞれが支所とな

っており、そこに指導員が常駐している。

窓口が多いこと、そして商工会の会員の方

が、より資金繰りに苦慮している状況が件

数に表れていると考える。 

○副会長 商工会・商工会議所に所属する会

員で、昨年度倒産、廃業された方はどれく

らいいらっしゃるのか。 

●主管課 平成 24 年度と平成 25 年度の会員

数で比較すると、商工会議所は 1,498 から

1,488 で 10 の減、商工会は 794 から 776

となり、18 の減となっている。 

あくまで会員数なので、その理由が倒産か

どうかまでは確認できていないが、会員は

減少傾向にあるといえる。 

○副会長 昨年新しく店を出された数はど

れくらいだろうか。 

●主管課 市の事業を利用して新しく店舗

を始められた方の数は把握をしているが、

それ以外のものについては、数の把握はで

きていない。 

 

（主管課退席後、評価・まとめ） 

○会長 商工会議所の、補助金を最初から見

込んだ運営について皆さんはどう思われ

るだろうか。商工会の繰越金が年々少なく

なっているのは説明があったが、商工会議

所については年々の繰越金の説明はなか

った。 

○委員 平成 23 年度から平成 25 年度の繰越

金をみると年々下がっているようである。 

○委員 2 億を超える決算額を考えると、1

割弱程度は運転資金として持たざるを得

ないという面もあるのかもしれない。 

○副会長 商工会議所の会費の徴収がだい

たい夏ぐらいなので、4 月などの年度当初

時期にもってくれば、繰越を減らせるので

は。 

○会長 会員である事業所の決算時期を考

えての今の時期かもしれない。 

○会長 アーケードの国道占用使用料につ

いては、前回の補助金評価の時点から動き

があったようには見られなかった。 

○委員 このアーケードの国道占用使用料

に対する補助は、ハードの部分に対する補

助といえる。ソフト面を考えると、アーケ

ードに入っている店の魅力がどうなのか

というところがあると思うので、ソフト事

業をからめての補助はどうだろうか。 

○会長 まとめに入る。 

外部評価について、妥当性、効率性、有効

性それぞれ「高い」という評価でよろしい
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か。 

○委員 異議なし。 

○会長 今後の改革の方向性について、商工

会は繰越が少なくなっていることを踏ま

え、商工会議所は今一度交渉をお願いした

いという意見を付して、「現状のまま継続」

という評価でよろしいか。 

○委員 異議なし。 

○会長 以上で、商工振興事業の評価を終了

する。 

 

2 外部評価 コミュニティバス等運行対策事業（商工振興課） 

（主管課説明後、質疑・協議） 

○委員 デマンド運行について説明してい

ただきたい。 

●主管課 通常のコミュニティバスという

のは、定時定路線、決まった時間に決まっ

たルートを走るというもの。市では現在 13

の路線でコミュニティバスを走らせてい

る。 

市の方針としては、これ以上コミュニティ

バスの路線を増やすことはできないため、

どうしてもバスが通らない地域がでてく

ることになる。そのうちの一つが、今回出

ている平佐東地区である。 

平佐東では、中心の県道沿いにコミュニテ

ィバスを走らせているが、それを離れた遠

くの方についてはバスの路線がないので、

地区内で交通の利便性向上の手段がない

か検討され、市とも協議を行い、最終的に

は公共交通機関の一つであるタクシーを

利用することになった。 

運行については、地区コミで利用者の登録

をまず行い、利用したい方はその前日まで

に地区コミに予約をする。 

予約された方について乗り合わせて行け

るように地区コミで調整され、地区コミか

らタクシー会社に運行の予約をし、利用者

は当日乗り合わせで行くことになる。 

公共交通機関のない、空白地域に在住の方

にとっては、非常に利便性の高い公共交通

体系となっている。 

入来地域・東郷地域では、各地域内全体を

対象としたデマンド交通を行っていると

ころである。 

○委員 川内港からのシャトルバス、高速船

最終便は川内駅で終点となっている。そこ

から串木野新港へ行くのに、タクシーを運

行していると聞いているが、今回の事業の

委託料に含まれているか。 

●主管課 平成 26 年度の委託料に含まれて

いる。 

○委員 そのタクシーの 4月の運行開始から

7 月末までの運行実績は。 

●主管課 本来川内駅から串木野新港まで

バスを運行するべきだろうが、実際の利用

者は多いときで 5～6 人、少ないときは 0

なので、経費のかかるバスよりもっと効率

的な方法を、ということでバス会社と協議

した結果、タクシーを運行することになっ

た。 

実績は、月の 3 分の 2、15 日～20 日の間で

運行している状況である。 

○委員 バスの運行ルートや便数はどのよ

うに検討されているか。 

また、バスの運行時間について、20 時を過

ぎて運行する便が可能であれば、利用が高

まるのではないか。代行業との兼ね合いも

あり、上手くいかないのだろうか。 

●主管課 運行ルート、時刻については要望

を頂きながら変更できるところについて

は毎回見直しをしているところである。 

運行ルートといっても、新たに路線をつく

ることはできないので、例えば、今真っ直

ぐ走っているところを、若干迂回するとい

うような要望は、運行事業者、地元の方の

意見を聴きながら、対応できるところは対

応していきたいと考えている。 

時刻の設定については、便数を増便にして

いかないと要望にお応えできないが、費用
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の面もあり、全体的な意見を集約しながら

対応することになる。主管課としては、市

民の皆さん方にできればバスの時間に合

わせていただけないでしょうか、とお願い

をしているところである。 

夜の運行については、中心市街地を走って

いるくるくるバスの最終便が 19 時で一番

遅い時間のコミュニティバスとなってい

る。 

支所地域については、利用者の大半が高齢

者となっており、利用者、そして費用対効

果を考えると今のところ夜までの運行に

ついては考えていない。 

○委員 デマンドタクシーでお聞きしたい。

平佐東の方が、東郷・樋脇方面に乗り合わ

せていく場合は、地区コミにお願いして、

タクシーに乗るのか。 

●主管課 そのとおりである。 

○委員 そこから、中心市街地へ行きたい場

合は自分で全額払って行くことになるの

か。 

●主管課 お渡ししている資料が、地区コミ

が地域の方に配布したチラシになるが、平

佐東から東郷・樋脇方面までの片道 100 円

の部分が地区コミデマンドの対象となっ

ているところである。 

平佐東地区の方の生活圏として、買い物、

病院等東郷の船倉あたりであるため、そこ

までを対象としてデマンドとして運行し

ている。 

利用者によっては、そのあと、中心市街地

まで買い物・病院に行きたい、と言う方も

いる。その方々については、別途、市内横

断シャトルバスを運行しているので、そち

らに乗ってくださいという説明を地区コ

ミでしてもらっている。 

○委員 平成 23 年度、平成 24 年度は 300 円

であったのが、平成 25 年度に 100 円とな

っているが、これは 1 人当たりの金額だろ

うか。タクシーであれば、何人乗っても同

じ料金だが。 

●主管課 1 人当たりの金額である。 

○委員 費用対効果の点でお聞きしたい。コ

ミュニティバスの委託料を利用者数 1人当

たりで換算すると、くるくるバスであれば

143 円、祁答院バスの場合は 2,426 円、東

郷デマンドは 1,216 円となり、かなり格差

が大きいように見受けられる。前回の補助

金評価では、地区コミデマンドについて効

果が得られない場合は廃止を、という意見

もあったが、委託料での費用対効果の線引

きはどのあたりを考えているのか。 

●主管課 利用料金で賄うことができるの

が理想ではあるが、難しい。費用負担は、

市内全体を平均して、1 人当たり 500 円程

度となっている。 

委員が言及された祁答院地域の 2,426 円、

これについては見直しを予定している。最

低でも、支所地域の入来、東郷の 1,300 円

程度に経費を下げるため、デマンド交通に

することを手段として考えている。 

過疎地域については 1便当たりの利用者数

が少なく、結果年間の利用者が少ない状況

であり、市街部と比べて格差がでている。 

便数を減らすことを検討してはいるが、減

らすことで更に利用者が少なくなること

も懸念されるので、現状としては必要最小

限の路線数だけを確保している。 

利用者は毎年統計をとっており、中には、

1 便当たり 1 人も乗らない時間帯もあるの

で、そういう便は翌年度から廃止するとい

う基準は市でもっているところである。 

○会長 今日の新聞に、鹿児島市のバス利用

状況ということろで、県庁職員、鹿児島市

職員の努力が足りないという指摘があっ

た。 

薩摩川内市では、バス利用に拍車をかける

取組や計画はないか。 

●主管課 市街地を走るくるくるバス、北部

循環バス、南部循環バスは通勤に使える状

況となっている。 

以前総務課でもノーカーデーとして、公共
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交通機関を使っての通勤を推奨する運動

をしていた経緯がある。今後も啓発できる

よう、我々からも働きかけていきたい。 

支所地域から市役所本庁に来ている職員

にとっては、コミュニティバス、路線バス

が通勤に利便性の良いものとなっていな

いため、市が運行をお願いするコミュニテ

ィバス、民間で運行している路線バスの双

方を含めて、利便性が良いように見直しを

していこうと計画しているところである。 

○会長 多くの人が利用できることを考え

て、それぞれのコミュニティバスの費用の

抑制につなげられれば、利用者の負担も抑

えられると思う。 

●主管課 運賃については、全て 100 円でこ

れまでやってきたが、消費税が上がり、委

託料もそれに応じて上がっている。県内他

市の状況を見ると運賃が 100 円というとこ

ろは非常に少ない状況。また民間の路線バ

ス初乗り運賃が 140 円ということで、民間

の初乗り運賃より低い金額の設定となっ

ているため、地域公共交通活性化協議会と

いう運賃を協議する機関を市で持ってい

るが、そこで運賃の値上げについて御意見

を頂いているところである。 

○委員 甑島地域市営バスは民間委託した

が、効果はどれくらいか。 

●主管課 平成 23 年までが市営バス、平成

24 年度から民営化して運賃 100 円のコミ

ュニティバスになった。利用率については

1.6 倍に増え、平成 25 年度はほぼ横ばい、

かなり効果はあったと考えている。 

○委員 決算状況で、市の負担も減ったか。 

●主管課 市の負担自体は数百万は落ちて

いるが、通常の距離制運賃で平均 5～600

円の利用者負担だったのを、コミュニティ

バスで運賃 100 円となり、その差額は市が

負担していることになる。それを差し引く

と 1,000 万を超える効果額になっていると

考える。 

○副会長 ボンネットバスの平成 25 年度の

利用状況を教えていただきたい。 

●主管課 平成 25 年度の実績は 448 人であ

った。 

○副会長 1 日コースでどれくらいか。 

●主管課 1 日コースで 206 人、半日コース

で 242 人だった。 

○副会長 市内の方、市外の方の割合は。 

●主管課 大体半数が市外の方となってい

る。 

○委員 市内で運行しているコミュニティ

バスの全体的な路線図、時刻表等まとまっ

ているものはあるか。ホームページでは見

当たらなかった。 

●主管課 現在それぞれの路線ごとに路線

図と時刻表を作っている。 

御指摘のような、市内全てを網羅した路線

図、時刻表がないため、今後一括したもの

を作って、利用者に分かりやすいようにし

ないといけないということで検討してい

る。 

 

（主管課退席後、評価・まとめ） 

○会長 委員が指摘されたように、コミュニ

ティバスの路線図、時刻を一覧化してどん

な市民でも目が通せるようにするのは最

低限必要と思う。是非作っていただきたい。 

○委員 現在甑島への航路の発着点が、串木

野新港と川内港と 2 箇所ある。利用者にす

るととても不便であり、また 2 箇所である

ために、川内港と串木野新港をつなぐバス

を運行しなければならない。 

先々のことを考えると、港を一本化して、

川内港にまとめていただくことを進めて

ほしいと思うが。 

○会長 内部評価にコミュニティバスの運

行経路、便数の見直しを進めると書いてあ

るが、現実問題として、地元の色々な御要

望にお答えしていくのは大変なことと思

う。 

見直しについては丁寧に関係者と打ち合

わせを進めていただきたい。便数等につい
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て、バス会社の意向が優先されるような話

も聞く。委託者は市であるので、強い姿勢

で見直しについて住民の声を反映してい

ただきたい。 

○副会長 質問でボンネットバスの利用者

数をお聞きした。委託料から 1 人当たりの

経費を換算すると、10,000 円以上かかって

いる。費用対効果を考え、改善した方がい

いのではないかと思う。 

そして、部署については観光部門で考えた

ほうがいいのでは。 

○会長 ほか、地区コミデマンド交通の補助

金についての御意見等はないか。前回の評

価として、費用対効果が見込めなければ廃

止する仕組みを、という意見が出ていたが、

再度指摘するのは難しそうだ。運行には地

区コミの資金も拠出されているようだ。 

○副会長 先ほど指摘があったように、コミ

ュニティバスの時刻を一覧して見れるよ

うなものがあれば、地区コミデマンド交通

との接続が良くなるのでは。全体的な人の

流れをみてできるようになれば、使い勝手

がもっとよくなると思う。 

○会長 地区コミでの調整も、地域の方がい

ろいろ言われる場合大変だろう。 

利用状況の「見える化」ができれば、利用

者自身が調整をしてくれるようになるの

では。何らかの形での「見える化」を提言

したい。 

○会長 まとめに入る。 

外部評価について、妥当性、効率性、有効

性それぞれ「高い」という評価でよろしい

か。 

○委員 異議なし。 

○会長 今後の改革の方向性について、委員

の方からの御意見を指摘しながら、「見直

しの上で継続：手段の改善」という評価で

よろしいか。 

○委員 異議なし。 

○会長 以上で、コミュニティバス等運行対

策事業の評価を終了する。 

 

3 外部評価 六次産業化推進事業（六次産業対策課） 

（主管課説明後、質疑・協議） 

○委員 一つ目に、六次産業の意味合いとし

て、生産者が生産、加工、販売まですると

いうイメージを持っており、六次産業対策

課が農林水産部にあるということで、農業

者を支援する所管課だと思っていたが、今

回の事業内容については、商工団体を支援

するものとなっている。違和感があるが、

主管課の考えは。 

二つ目に、農商工連携チャレンジ企業支援

補助金は 3 年間に 2 件しか実績がなく、見

直しをしなければならないとの内部評価

だったが、実績がない中で、平成 26 年度

に予算が獲得できたのは何故か。 

三つ目に、新規雇用者 1 人当たり 30 万円

の補助となっているが、実績として、3 カ

月間の雇用で 30 万円の補助がなされてい

る。これで、事業の目的は達成されたとい

えるのか。 

●主管課 一つ目の、農商工連携と六次産業

についてまずお答えする。平成 26 年度で

六次産業対策課ができた。委員の御指摘の

ように、農林漁業者が自ら生産したものを

加工して販売するこれを狭義の六次産業

化とする捉え方がある。この場合広義の六

次産業化は、農商工連携のように、農林漁

業者と商工業者のそれぞれが意見を持ち

寄って、新たな加工、販売に取り組む方法

を話し合いながら、お互いの所得を増やし

ていくことを言う。 

また、二次産業、三次産業に取り組んでい

る商工業者の方が農林漁業等の一次産業

に参入することも広い意味で六次産業化

と言う。 

御指摘の件では、この広い意味での六次産

業化に農商工連携も含まれるため、六次産
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業対策課で所管していると考えていただ

ければと思う。 

二つ目については、平成 26 年度の 290 万

円の予算要求のうち、200 万円が施設整備

に関するもの、そして 3 人分の新規雇用と

して 30 万円×3 人の 90 万円が内訳となっ

ている。昨年度実績がなかったが、事業の

ＰＲ方法としては、広報紙・ホームページ、

そのほか商工業者への会議等に参加しチ

ラシを配布、県の中小企業団体中央会が発

行している月刊誌への掲載等を行ってお

り、手を上げられた方への補助を確保する

意味で予算措置しているところである。 

三つ目については、この実績報告の計画が

12 月から新商品の開発を手掛け、その後 1

月からの職員採用というものであったた

め、1 月～3 月の 3 カ月分に対しての補助

となってしまったが、新しい商品の開発に

係るものという補助の交付の要件を満た

していたため、市として補助を決定したと

ころである。 

○委員 六次産業の捉え方についての説明

は分かるが、非常に無理があるのではない

か。そこまで無理して六次産業というのを

出さないといけないのか。かえって職員が

苦しむ状況にあるのではないか。 

また、チャレンジ補助金について、平成 26

年度は申請の実績、見込みはあるか。 

●主管課 現時点では申請がない状況であ

る。 

○委員 チャレンジ補助金についての主管

課の今後の方向性は、「見直しの上で継

続：手段の改善」となっている。 

通常こうした状況であれば、廃止と考える

ものと思うが、主管課では、どう考えてい

るのか。 

実績の内容を見ただけだと、この手の新製

品を開発するのに、わざわざ新規雇用をし

てまで取り組むかどうか。今いる人材で取

り組むように思うので、補助金をそのまま

継続するのではなく、もっと別な方法を考

えた方がいいのでは。補助金を継続しよう

としている根拠をお示しいただきたい。 

●主管課 説明が十分ではなかったかもし

れないが、補助金の継続については、農商

工連携に関する部分の補助金ということ

で継続したいと考えている。 

商工業者の方にニーズがあることは把握

しているので、補助については中身を見直

して、農商工連携に寄与するような補助制

度に改善していきたいと考え、内部評価に

記載したところである。 

○会長 対象を「地域再生中小企業創業助成

金及び地域求職者雇用奨励金の事業計画

で労働局に認定されたもの」としているな

ど、条件が厳しいと思う。 

○委員 おっしゃるように、使い勝手が悪い

と思う。商工会では部会を持たれていると

思うので、その部会とか、商工業者だけで

なくＪＡ、農業生産者の方にヒアリングし

ていただきたい。折角農林水産部にあって、

ＪＡの方、商工会議所、商工会とも繋がり

があるので、その接点を上手く活かして使

い勝手のいい補助金をつくるため、具体的

に動いていっていただきたい。 

●主管課 御指摘の通りと思う。この補助金

については、国で農商工連携の補助金がで

きたが、国の認定を受けることがハードル

が高いということで、市でこのような補助

制度ができた経緯がある。 

補助制度の所管課が商工振興課から六次

産業対策課となったので、おっしゃる通り、

農林漁業者と商工業者が連携するという

農林漁業者のサイドに立った考えを持ち

ながら制度を再度構築したいと考えてい

るところである。 

補足で、今回評価の対象となっていないが、

六次産業化支援事業補助金という補助金

も所管しており、こちらは農林漁業者で一

次産業に携わる方を対象とした補助金と
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なっている。商工業者に対する六次産業対

策に関する補助金はないですか、という質

問もよくあり、その際には今回のチャレン

ジ補助金を説明しているところである。 

商工業の方で六次産業化に意欲のある方

は確実にいらっしゃるので、もっと使い勝

手のよい補助制度として改善する方向で、

「見直しの上で継続：補助内容の改善」と

したところである。 

○委員 もっと言わせてもらえば、商工業者

と農林漁業者に別々に対応するのではな

く、それぞれの良い所をマッチングさせる

のが六次産業対策課の役割。企業間のお見

合いをさせるようなことも必要だと思う。 

●主管課 今年の 3月に六次産業化基本計画

を策定したが、その中に異業種交流にも取

り組んでいくことを記載している。計画に

もあることなので、おっしゃられたような

取組について、進めてまいりたい。 

○会長 チャレンジ補助金について御質問

が多かったようだが、連携支援補助金につ

いて御質問は。 

○委員 チラシの新聞折込地域に鹿児島市

の谷山皇徳寺地区、伊敷地区が実績であが

っているが、選択の基準や、何か認められ

る効果があるか。 

●主管課 新聞折込の地区については商工

会が選定しているが、近隣で人口が多い地

区であるからかと推測される。具体的な理

由については把握していない。 

 

（主管課退席後、評価・まとめ） 

○会長 チャレンジ補助金は、手かせ足かせ

がひどくて申請者がいないというのは、補

助金の体をなしていないと思う。 

○委員 費用対効果の点からも、他の事業と

比較して非常に低い印象を受ける。 

○会長 六次産業対策課に移管されたため、

どうにかつなげていかなければ、というと

ころだろうか。 

○委員 市が仕掛けようとする気持ちは分

かるが、やる人は黙っていてもやるものだ

と思う。 

○会長 補助金を使いますか、というような

事前アンケートもされてはいないのだろ

う。 

連携支援補助金では、「海幸山幸」事業を

されているようだが、チャレンジ補助金の

新商品開発が、「海幸山幸」の商品ライン

ナップに活かされているのだろうか。 

○委員 インターネットによる販売も人気

が出てきている様子を聞く。 

○会長 インターネットでの販促よりチラ

シでの販促ということで新聞折込等をさ

れているところと思うが、近辺すぎて定着

しないのか、商品の魅力がもっと必要なの

か。 

○会長 まとめに入る。 

事務事業の視点別評価について、妥当性、

効率性、有効性は今までの協議から「低い」

という評価になるかと思うが、いかがだろ

うか。 

○委員 「低い」となると思う。 

○会長 今後の改革の方向性について、チャ

レンジ補助金については「廃止」の意見も

出たが、連携支援補助金についてはそこま

での意見は出なかった。全体としてどう評

価するか。 

○委員 今後の可能性を考えると、「手段の

改善」も考える。補助金の使い勝手がよく

なればいい。六次産業化の取組は大事だと

思う。 

○会長 「他の事業と統合」も考えられるか。 

○委員 できなくはないと思う。 

○会長 六次産業対策課がチャレンジ補助

金を所管するのは、重くはないだろうか。 

○委員 平成 26 年度に新設され、担当課で

まだこなれていない印象を受ける。 

○委員 言われるように、六次産業対策課に

は重いのでは。今までの商工振興課で十分
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だと思う。 

○会長 他の事業との統合をお示ししても

いいかもしれない。 

○委員 折角六次産業対策課が農林水産部

にあるということでＪＡとのつながりも

もっているので、そこと商工業者とのマッ

チングをさせれば、本来の六次産業化にな

ってくると思う。 

○委員 新しい課は新しい発想で、既存の、

国が示す枠組みとは違う形で地域の実態

に応じたテコ入れをどういう手段でやる

のか考えるべき。今補助金でやる時期なの

か、それとも市がマッチングなどの取組を

直接やっていくのか、あるいは委託でやっ

ていく段階なのか。 

結構薩摩川内市の方は色々なことをやっ

ておられるし、大学へも新製品になるよう

なアイデアはないかという話がある。やる

気のある方はいらっしゃるため、もう少し

ニーズの把握と、本当に必要な市のお金の

出し方について、この課は新たな気持ちで

取り組まれてもいいように思う。 

○会長 六次産業対策は、マッチングさせる

仕事と考えたほうがいいのだろう。補助金

を出して事業を行うより、マッチングさせ

る。 

○副会長 企業連携の部署（観光・シティセ

ールス課・戦略営業グループ）もできてい

るが、そちらで薩摩川内市の商品開発にも

取り組まれているようなので、そういうと

ころと統合、一緒にしてもいいのでは。 

○会長 この事業は、まだリサーチの時期で

はないだろうか。補助金を出して事業を考

えてくれという時期ではなく、もう少しリ

サーチを続けて、六次産業品としてどうい

う商品が社会にニーズがあるのかという

ところをまず取り組む時期。 

○副会長 今日説明の内容は観光物産協会

がしているようなものだと思う。商工会だ

けではなく、市全体で取り組むべきでは。 

○会長 今後の改革の方向性について、極端

なことは言わないが、もう少し主管課の検

討をお願いしたいという意味もこめて、

「見直しの上で継続：他の事業と統合」と

いう評価としたいがよろしいか。 

○委員 異議なし。 

○会長 以上で六次産業化推進事業の事務

事業評価を終了する。

 

4 外部評価 災害予防応急対策事業（防災安全課） 

（主管課説明後、質疑・協議） 

○委員 直接は関係ないかもしれないが、非

常時、災害時の応援協定を色々な団体と結

ばれていると思うが、今分かれば教えてい

ただきたい。 

●主管課 本日は資料が手元にないが、20

ほどの団体と協定を結んでいる。クレーン、

トラック、建設業、料飲業等がある。 

○委員 担当課として、今後高齢化が進む地

域が増えていく中で、具体的にはどういう

形で防災意識を高めるアプローチをされ

ようとしているのか。 

●主管課 高齢化、また市の職員も削減され、

地域在住の市職員が減っていく中で、現在

防災サポーターが各地区 1 名、甑島は 2 名

になっているところを、それぞれ人員増の

検討をしているところである。また、自治

会、地区コミュニティ協議会では、出前講

座を開催していただき、災害時における住

民の避難行動はどうしたらいいか等を説

明している。 

今原子力も兼ねて、自治会、地区コミュニ

ティ協議会に出向き避難訓練や防災計画

について説明をするので、機会を作ってい

ただけないかという文書を送っている。 

○会長 災害時応援協定を結ばれている専

門職の団体の持つ資機材が非常に有効で

ある。色々な専門職種の方々がいらっしゃ
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るので、まだまだ協定は広がっていくと思

う。 

○委員 救難所への補助金について、救難所

員になるのは特定の決まった方か。 

●主管課 救難所員は、漁業を営んでいる方、

船をもっている方等海に携わる方が多い

が、特定の方ではなく、各救難所で加入・

脱退の手続きを行っている。 

○委員 甑島の救難所は支所にあるのか。 

●主管課 支所に置かれ、支所長が救難所長

となっている。 

○委員 甑島では、里地域が少ないと思った。

里の救難所員の拡大を望む。 

○委員 防災サポーターには、防災士の資格

が必要か。 

●主管課 防災士の資格は必要ない。防災サ

ポーターについては地区コミからの推薦

をお願いしており、消防団、地元の役員を

兼ねていない方、年齢は 70 歳未満の方を

お願いしているが、地区によっては該当の

方がいらっしゃらず、70 を超える方もいら

っしゃるというのが現状である。 

委員の言われる防災士の資格もあるが、今

は資格をもっていない方がほとんどとい

う状況である。 

○委員 研修などを受講するという義務付

けはないか。 

●主管課 年に 1 回、市の主催する研修に参

加してもらうよう案内をしている。 

○委員 防災サポーターになれば、市が避難

所開設をした場合に必ず出向く等の義務

付けはあるか。 

●主管課 市から要請をした際に、防災サポ

ーターの方に出動をしてもらうことにな

る。自主的に動いてもらうものではない。 

また、講習会については、県の防災研修セ

ンターが姶良市重富駅近くにあるので、そ

こでの講習会をご案内している。 

○委員 もう 1 点、災害用備蓄品の配備基準

というのはあるか。 

●主管課 現在基準はない。何かあったとき

に使用して、配備状況をみながら備蓄をし

ていっている。 

○委員 職員防災服を予算計上しているが、

何名分になるか。 

●事務局 現在職員が 1,076 名であるが、防

災服については消防職員 148 名を除いた

928 名が対象になると思われる。 

○会長 防災サポーターの増員については、

主管課としてはどのような考えをお持ち

か。 

●主管課 昨年度も予算要求をしたが、なか

なか厳しい状況である。来年度予算でも要

求する予定である。 

○会長 予算措置というのは人件費が発生

する分になるか。 

●主管課 そのとおりである。 

○委員 なかなかなり手がいないのだろう。 

○会長 防災サポーターになることでの手

当があっても難しいか。 

○委員 災害時はまず自分の周りを考える

ので難しいだろう。 

●主管課 今期限を設けて推薦をしていた

だいている最中だが、決まらないというと

ころも多い。前任の方にお願いするのが精

一杯という状況である。 

○会長 防災サポーターの増員については、

主管課も大変だが、コミュニティ課等の知

恵も借りながら、市全体の問題としてとら

えていただきたいと思う。 

 

（主管課退席後、評価・まとめ） 

○会長 一番指摘しにくい、市民の安全に関

わるところで、事業については委員の方も

概ね御納得の部分ではないかと思う。 

補助金については、ボランティアもありな

がら、こういう形でされているところと思

う。里の救難所員の拡大については要望が

あったところなので、意見の反映をお願い

したい。 
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○会長 まとめに入る。 

事務事業の視点別評価について、妥当性、

効率性、有効性いずれも「高い」という評

価でよろしいか。 

○委員 異議なし。 

○会長 今後の改革の方向性について、主管

課の「見直しの上で継続：拡大」の評価に

沿う形でよろしいか。 

○委員 異議なし。 

○会長 以上で、災害予防応急対策事業の事

務事業評価を終了する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


